
　

事業所案内
● ＪＲ山口線

　 宮野駅　徒歩５分

● くすりの岩崎

※利用料金は、要介護度に応じた定額制（月単位）なので、安心してご利用いただけます。 　 宮野店　奥

　通所介護サービス等、併用可能なサービスをご利用される場合は、減算いたします。 ● 看護小規模多機能型

　但し、併用サービスの利用料は、別途ご負担いただきます。 　 居宅介護 宮野　併設

　また、基本料金の他に事業所の体制に対する加算・減算、介護保険適用外の運営規程に

　定められた利用者負担金があります。

お問い合わせ
2023年1月31日まで

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 宮野
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介護保険自己負担額

（２割）

介護保険自己負担額

（１割）
5,697円 10,168円 16,883円 21,357円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

介護保険自己負担額

（３割）

5,697単位 10,168単位 16,883単位 21,357単位

25,829円

25,829単位

介護保険自己負担額

（１割）
8,312円 12,985円 19,821円 24,434円

基本単位数 8,312単位 12,985単位 19,821単位 24,434単位

基本単位数

福祉生活協同組合さんコープ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 宮野

〒753-0021　山口県山口市桜畠２丁目９番１７号

ＴＥＬ（０８３）９４１－５６６０

ＦＡＸ（０８３）９０２－０９７８

ご案内

　２０２３年３月より、サービス提供を開始いたします。
　介護が必要となって、これからサービスのご検討をされる方、
　現在介護サービスを利用しているが、頻回の利用が必要な方等、
　ご利用者様の状態に応じた最適なサービス提供に
　「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」をご検討ください。

〒753-0872　山口県山口市小郡上郷１０９０１－２１

ＴＥＬ（０８３）９０２－３８３０

ＦＡＸ（０８３）９０２－３８３１

59,202円

介護保険自己負担額

（３割）
24,936円 38,955円 59,463円 73,302円 88,803円

介護保険自己負担額

（２割）
16,624円 25,970円
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困ったとき

いつでも訪問

訪問看護

医師の指示に

基づき訪問

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護宮野



ケアコール端末　　 ペンダント型リモコン

●ご利用対象者
・山口市にお住いの方（住民票がある方）。
・要介護１～要介護５の認定を受けている方。
・医療処置が必要な方も利用することが可能です。

●このような方は、ぜひご利用をご相談ください。
　□　退院退所後で状態が不安定のため、頻繁に訪問が必要な方
　□　1日複数回のインシュリン注射等の支援が必要な方
　□　薬を飲み忘れるので、声かけが必要な方
　□　老老介護だから、オムツ交換など手伝ってほしい方
　□　認知症などで常に安否確認が必要な方

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは さんコープ定期巡回・随時対応型訪問介護看護 宮野の特徴

さんコープ定期巡回・随時対応型訪問介護看護 宮野で提供するサービス

さんコープ定期巡回・随時対応型訪問介護看護 宮野の利用条件

　ふだんのくらし、自分らしくそのままに。自分でできることを大切にして、やりすぎないケアを提供す
るために、コープが大切にしている介護（①尊厳を護る　②自立を支援する　③在宅を支援）を基本とし
て１０の基本ケアを導入・実践します。
【１０の基本ケアとは】
①換気をする　②床に足をつけて座る　③トイレに座る　④あたたかい食事をする　⑤家庭浴に入る
⑥座って会話をする　⑦町内におでかけをする　⑧夢中になれることをする　⑨ケア会議をする
⑩ターミナルケアをする

　介護が必要な状態になっても、施設に入ることなく住み慣れた我が家・地域で、その人ら
しい生活が継続できるように、 日中・夜間を通じて、決まった時間に訪問する「定期巡回訪
問」と、ご利用者様の状態に応じて行う「随時対応」「随時訪問」「訪問看護」といった訪
問介護と訪問看護を一体的に、２４時間３６５日、切れ間なく受けられる介護支援サービス
です。
・定期巡回訪問は、介護計画に基づきあらかじめ決められた時間に、身体介助を中心に、
　１日複数回・短時間のサービスを行います。
・随時対応は、オペレーターがご利用者様からの相談や訪問対応等に応じます。
・随時訪問は、オペレーターからの通報を受け、スタッフの訪問で必要な対応を行います。
・訪問看護は、医師の指示書に基づき、必要な看護を訪問サービスで行います。
　※看護のご利用に関しては、医師による指示書が必要となります。

介護が必要な状態になっても、住み慣れた「我が家」「地域」での暮らし・安心を、支援します

訪問介護計画書

作成
担当ケアマネジャーとサービス内容を調整し、訪問介護計画書

を作成して最適なサービス提供をいたします。

定期巡回

【１⽇複数回の訪問】

あらかじめ作成された介護計画に基づき、

訪問介護職員が、ご利用者様の居宅を１日

複数回定期訪問し、食事の介助やトイレ介

助、着替えや身体清拭などのサービスを提

供します。

≪サービス提供内容≫

安否確認/食事の配下膳/水分補給/服薬確

認/ トイレ誘導/排泄介助/ 身体の清拭/更

衣/移乗/体位交換／等

【24時間いつでも対応】

ご自宅に通報専門の通信端末を設置し、

24時間連絡が取れる体制を整えます。

コールを受けた場合に、あらかじめご利

用者様の心身の状況を把握したオペレー

ターが、通報内容や相談内容をもとに適

切なアドバイスを行い、必要に応じて随

時訪問や救急車の出動要請をします。や

日常生活上のお世話などの訪問サービス

を提供します。

看護が必要な方に対して、主治医の指示

のもとで看護職員がご自宅を訪問し、医

師との連携を図りながら、訪問看護サー

ビス（療養上のお世話または診療の補

助）を行います。

≪サービス提供内容≫

バイタル値測定、服薬管理、インシュリ

ン注射支援、排便コントロール、褥瘡の

管理など

随時対応・随時訪問

訪問看護

【ケアコール】

身体の不調、アクシデントなどもしもの

時に、ボタンを押すだけ。「気分が悪

い」「転倒してケガをした」など、もし

もの時や不安な時に、通信端末の「緊

急」ボタン、あるいはワイヤレス送信機

のボタンを押すだけで、24時間365日対応

のオペレーターにつながります。

通報内容や相談内容をもとに適切なアド

バイスを行い、必要に応じて随時訪問や

救急車の出動要請をします。

【厚生労働省作成資料】


